
愛全病院をご利用の皆様へ

診療情報の開示について

診療情報の開示につきましては、いつでも申し受けておりますので、窓口職員まで

お申し出ください。診療情報の開示に要する手数料は、写し及び要約の作成に要した

費用として、下記の金額となります。

なお、診療記録は法定保存期限である最終診療日から５年間保存した後、院内規定

により廃棄しております。

※診療記録は、当院診療記録管理規程に基づき一部外部保管しております。

１．上質紙複写代 （１枚あたり） １１円

２．画像コピー・フィルム代

・半切 ８８円 ・Ｂ４ ６６０円 ・超音波写真 １１円 ・ＣＤでの提供 １，１００円

（各１枚あたり）

３．要約書（生命保険文書料に準ずる） ５，５００円

上記は、愛全病院診療情報開示取扱要領第８条による金額で消費税を含んでおります。

令和４年１２月１日 愛全病院 病院長


